
新旧対照表 
 

新 旧 

３ 地域再生計画の区域 
   越前市の全域及び新潟県南条郡南越前町の区域の一部 
 
４ 地域再生計画の目標 
～（略）～ 

このため、道整備交付金を活用して、東西方向の主要幹線道路である

(都)戸谷片屋線、県産業振興施設周辺の幹線道路である(都)村国中央線、

林道上月尾線及び隣接する南越前町にまたがる林道越前南部線を一体的

に整備することにより、産業の健全な発展を支える交通インフラを整え

る。これらの整備は産業の発展のみならず、東西に広がる市街地・田園・

森林を結ぶことによる市域の広域的な連携強化や周辺市町を含めた丹南

地域全体の連携強化を促し、観光振興を始めとする様々な交流を創出す

るものである。 

ま ( ) (た、 都 戸谷片屋線及び 都)村国中央線の整備に伴い分断される沿線市

街地の連絡性を確保するため、生活道路である市道３路線（4276･4352･
4394 号線）を整備することにより、幹線道路沿線の交通ネットワークを

整え、地区レベルの連携や交流を促進する。 
これらのことがあいまって、元気な自立都市“越前”を支える「連携・

交流のネットワーク」推進を実現するものである。 
 

～（略）～ 

（目標２）幹線道路周辺集落の生活環境を向上させる。 

     幹線道路周辺集落間のアクセスが改善する世帯数 407 世帯 

３ 地域再生計画の区域 
   越前市の全域 
 
４ 地域再生計画の目標 
～（略）～ 
このため、道整備交付金を活用して、東西方向の主要幹線道路である

(都)戸谷片屋線、県産業振興施設周辺の幹線道路である(都)村国中央線、

林道上月尾線を一体的に整備することにより、産業の健全な発展を支え

る交通インフラを整える。また、これらの整備は産業の発展のみならず、

東西に広がる市街地・田園・森林を結ぶことによる地域内の連携強化や

周辺市町を含めた丹南地域全体の連携強化を促し、観光振興を始めとす

る様々な交流の創出が期待される。これらのことがあいまって、元気な

自立都市“越前”を支える「連携・交流のネットワーク」推進を実現す

るものである。 
 
 
 
～（略）～ 

 

 

 

（目標２）森林施業面積を 3.5ha(平成 19 年度)から 30.0ha(平成 24 年度)

に拡大する。 

（目標３）間伐材搬出量を 70 ㎥(平成 19 年度)から 600 ㎥(平成 24 年度)



（目標３）森林施業面積を 12.5ha(平成 19 年度)から 47.0ha(平成 24 年

度)に拡大する。 

（目標４）間伐材搬出量を 100 ㎥(平成 19 年度)から 680 ㎥(平成 24 年度)

にする。 

 

５ 目標を達成するために行う事業 
５－１ 全体の概要 
～（略）～ 

「市道第 4276･4352･4394 号線」は、(都)戸谷片屋線及び(都)村国中央

線の整備に伴い分断される沿線市街地内の生活道路である。今回、これ

ら路線の未整備区間を整備することにより、地区レベルの連携や交流を

支える幹線道路沿線の交通ネットワークを形成する。 

 「越前南部線」は、越前市南部の春日野を起点とし、隣接する南越前

町の山中地区へとまたがる幹線林道である。今回、これら路線の未整備

区間を整備することにより、周辺地域の間伐等の森林整備が促進される

とともに丹南地域間の交流による、山間地区集落の活性化が図られる。 
 
５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 
～（略）～ 
市道；道路法に規定する市道に次のとおり認定済み 

・市道第 4803 号線（(都)戸谷片屋線)）平成 14 年 3 月 29 日認定 

・市道第 4903 号線（(都)村国中央線））平成 14 年 3月 29 日認定 

・市道第 4276 号線          昭和 61 年 3 月 7日認定 

・市道第 4352 号線          平成 12 年 2 月 10 日認定 

・市道第 4394 号線          平成 8年 3月 29 日認定 

 林道；森林法による越前地域森林計画に路線を記載済み 

   ・林道上月尾線           平成 18 年 4 月 1日記載 

にする。 

 
 
 
 
５ 目標を達成するために行う事業 
５－１ 全体の概要 
～（略）～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 
～（略）～ 
市道；道路法に規定する市道に次のとおり認定済み 

・市道第 4803 号線（(都)戸谷片屋線)）平成 14 年 3 月 29 日認定 

・市道第 4903 号線（(都)村国中央線））平成 14 年 3月 29 日認定 

 
 
 
林道；森林法による越前地域森林計画に路線を記載済み 

・林道上月尾線           平成 18 年 4 月 1日記載 



   ・林道越前南部線          平成 18 年 4 月 1日記載 

 
［事業主体］ 

  ・市 道：越前市 

・林 道：福井県、越前市 

 ［施設の種類］ 

   ・市道、林道 

［事業区域］ 

  ・市 道：越前市 

・林 道：越前市及び新潟県南条郡南越前町の区域の一部 

［事業期間］ 

  ・市 道：平成 20 年度から平成 24 年度 

・林 道：平成 20 年度から平成 24 年度 

 
［整備量］ 

・市 道  2.02 Ｋｍ 

・林 道  2.38 Ｋｍ 

［事業費］ 

・総事業費 3,434,400 千円 （うち国費 1,708,575 千円） 

市 道  2,891,900 千円（うち国費 1,445,950 千円） 

林 道   542,500 千円（うち国費  262,625 千円） 

 
 
［事業主体］ 

  ・市 道：越前市 

・林 道：越前市 

 ［施設の種類］ 
   ・市道、林道 

［事業区域］ 

いずれも越前市 

 
［事業期間］ 

・市 道：平成 20 年度から平成 24 年度 

・林 道：平成 20 年度から平成 23 年度 

 
［整備量］ 

・市 道  1.56 Ｋｍ 

・林 道  1.09 Ｋｍ 

［事業費］ 

・総事業費 2,967,500 千円 （うち国費 1,475,125 千円） 

市 道  2,795,000 千円 （うち国費 1,397,500 千円） 

林 道   172,500 千円（うち国費   77,625 千円） 
 

 
 


